
運
輸
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
最
近
の
公
共
交
通
機
関
に
お
い
て
頻
発
す
る
事
故
・
ト
ラ
ブ
ル
を
踏
ま
え
、
公
共
交
通

、

、

、

の
安
全
対
策
を
総
合
的
に
推
進
し

運
輸
の
安
全
性
の
再
生
・
向
上
を
図
る
た
め

次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ

そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
安
全
管
理
態
勢
の
構
築
及
び
安
全
風
土
の
確
立
が
早
期
に
図
ら
れ
る
よ
う
、
運
輸
事
業
者
に
対
し
実
効
あ
る
指
導
・
監

督
・
支
援
を
行
う
こ
と
。

特
に
、
安
全
運
航
の
欠
陥
是
正
に
係
る
指
導
、
監
督
あ
る
い
は
是
正
命
令
等
の
発
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
態
の
改
善
が

見
ら
れ
な
い
運
輸
事
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
事
業
運
営
が
改
善
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
国
に
よ
る
安
全
対
策
の
監
視
を
強
化
す

る
こ
と
に
よ
り
、
厳
正
か
つ
的
確
な
改
善
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
指
導
し
、
そ
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
監
督
官
庁
と

し
て
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
。

二
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
運
輸
事
業
者
が
公
表
す
る
輸
送
の
安
全
に
か
か
わ
る
情
報
が
、
利
用
者
、
住
民
そ
の
他
公
共
交
通
に

関
わ
る
者
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
、
運
輸
の
安
全
性
の
向
上
に
向
け
有
効
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
環
境
の
整
備
に
努
め

る
こ
と
。

三
、
運
輸
事
業
分
野
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
規
制
緩
和
が
運
輸
の
安
全
性
に
与
え
た
影
響
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
安
全
確
保

に
資
す
る
措
置
が
迅
速
に
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
発
生
の
背
景
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
マ
シ
ン
シ
ス
テ
ム
を
含
む
労
働
条
件
・
労
働
環
境
の

改
善
、
安
全
に
関
す
る
技
術
継
承
や
人
材
育
成
の
た
め
の
環
境
整
備
、
必
要
な
要
員
の
確
保
な
ど
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
運
輸

事
業
者
に
対
し
て
継
続
的
に
指
導
・
監
督
・
支
援
を
行
う
こ
と
。



五
、
運
輸
事
業
者
に
対
す
る
監
査
・
検
査
及
び
事
故
等
の
調
査
体
制
に
係
る
国
土
交
通
省
の
予
算
及
び
定
員
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ら
の
業
務
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
、
事
故
の
未
然
防
止
・
再
発
防
止
が
確
実
な
も
の
と
な
る
よ
う
十
分
確
保
す
る
こ
と
。

六
、
運
輸
事
業
者
の
業
務
の
受
委
託
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
と
受
託
者
の
密
接
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
安
全

上
の
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
事
業
者
を
指
導
・
監
督
す
る
こ
と
。

七
、
踏
切
道
改
良
事
業
の
緊
急
か
つ
重
点
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
総
点
検
と
事
業
評
価
を
行
い
、
改
良
箇
所
の
早
急
な
事
業

化
に
向
け
て
地
方
公
共
団
体
と
鉄
道
事
業
者
が
連
携
し
て
適
切
な
計
画
が
策
定
さ
れ
る
よ
う
指
導
・
助
言
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
改
良
見
通
し
を
公
表
す
る
こ
と
。

八
、
航
空
・
鉄
道
事
故
調
査
委
員
会
は
、
公
正
中
立
な
立
場
で
的
確
な
事
故
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
事
故
の
再
発
防
止
の
観

点
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
、
組
織
上
の
問
題
等
幅
広
く
調
査
を
行
い
、
事
故
調
査
報
告
書
の
作
成
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
。
ま
た
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
国
民
が
有
効
に
利
活
用
す
る
た
め
に
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。

九
、
今
後
の
事
故
調
査
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
分
野
、
体
制
、
機
能
の
強
化
等
に
関
し
、
諸
外
国
の
例
を
参
考

に
し
つ
つ
、
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


